
令和３年８月 25日 

 保護者の皆様へ 

                              相模向陽館高等学校長 

 

８月 30日（月）からの教育活動について 

 

 保護者のみなさまにおかれましては、ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、８月 17日付で「緊急事態措置期間中における夏季休業終了後の県立高等学校等の

教育活動等について」の通知が県教育委員からありました。通知では、県内の感染者数が激

増し、いわゆる「医療崩壊」目前の状況であること、従来の新型コロナウイルスに比べて感

染力が非常に強いデルタ株が感染爆発の原因とされていることなど、現在の状況への危機

感が強く示されております。こうした状況を踏まえ夏休み明けの教育活動については、「朝

の時差通学」「定時制課程は 40分×４コマ」の授業を基本とすること、部活動の制限などが

記載されています。 

 本校では、通知や現在の県内の感染状況を考え時差通学、短縮授業の継続に加え、健康観

察表の確認の時間を５分設け、生徒の皆さん一人ひとりがこれまで以上に感染防止につい

ての意識を高め、学校内外で感染防止対策を行っていけるよう、また検温を忘れた生徒はそ

の場で非接触型体温計による検温を実施し、感染拡大防止に取り組んでいきます。 

 つきましては、８月 30日（月）からの時程を次のようにいたします。 

          １時間目 ９時 10分～９時 50分 

          ２時間目 ９時 55分～10時 35分 

          健康観察 10時 40分～10時 45分（各ホームルーム教室） 

          ＳＨＲ  10時 45分～10時 50分 

          ３時間目 10時 55分～11時 35分 

          ４時間目 11時 40分～12時 20分（終わる時間が５分延びます） 

          ５時間目 12時 50分～13時 30分 

          ６時間目 13時 35分～14時 15分 

          ７時間目 14時 20分～15時 00分 

          ８時間目 15時 05分～15時 45分 

          健康観察 15時 50分～15時 55分（各ホームルーム教室） 

          ＳＨＲ  15時 55分～16時 00分 

          ９時間目 16時 05分～16時 45分 

          10時間目 16時 50分～17時 30分（終わる時間が５分延びます） 

 

                            

 問合せ先 

                            副校長 宮島 

                            電話（046）298‐3455     

 

 


